
 

特定都市河川浸水被害対策法施行条例案及び同条例施行細則案に係る 

県民意見提出手続における御意見及びそれに対する県の考え方 

 

１ 意見募集期間 

令和６年８月30日（金）から令和６年９月30日（月）まで 

 

２ 意見募集の結果 

意見提出者数：１名 意見数：２件 

 

３ 提出された意見に対する考え方 

区分 意見の要旨 件数 

Ａ 御意見の主旨を踏まえ、条例及び規則に反映する。 ０ 

Ｂ 御意見内容については、今後の参考とする。 ２ 

 

 

４ 提出された意見への対応 

№ 項目 意見の要旨 県の考え方 

１ 全体 

台風 10 号の影響で静岡県内の河川も前

日から越水情報や避難情報が出ている中

で、パブリックコメントの実施を始める

あたりは、県民感情とずれている。 

Ｂ 

県民意見募集の開始日については、御

意見の趣旨を踏まえて、今後の業務の参

考とさせてい ただきます。 

２ 全体 

菊川市黒沢川についての記述はある

が、他の河川の条例適用可能性に関して

も記入するべき。 

Ｂ 

今回の条例案が適用される範囲は、特

定都市河川浸水被害対策法に基づき指定

された特定都市河川流域となります。 

この度、菊川市を流れる一級河川菊川

水系黒沢川が指定要件を満たしており、

また流域の菊川市との調整が整ったこと

から、特定都市河川に指定されることと

なりました。 

他の河川におきましては、指定要件の

適否の確認及び流域市町と調整を図りな

がら指定に向けた検討を進めてまいりま

す。 

 


